ＦＣ加盟契約書

【　　　　　　　　　　】

（甲）

（乙）

（丙）

「　　　　　　　　」　ＦＣ加盟契約書

甲（本　　　部）／　　

乙（加　盟　店）／　　

丙（連帯保証人）／　　

　甲は、「　　　　　　　　」の本部として、乙はその加盟店として、丙は乙の連帯保証人として以下の通り本契約を締結する。

第1条「目的」

　本契約は、甲は乙に対し「　　　　　　　　　」の営業名・商標・その他営業の象徴となる標識及び経営に関するノウハウ等を用いて、同一のイメージの下に事業を行なう権利を与え、乙はその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して、甲の指導・援助のもとに事業を運営し、相互に協力し合い事業の繁栄と発展を図ることを目的とする。乙は甲の経営理念を十分に理解し、上記目的に賛同し、自己の経営責任において経営に専念する。

第2条「営業の許諾等に関すること」

（１）営業許諾

　甲は乙に甲の指定する商品を扱うとともに、下記に記載する場所において施工・販売するための店舗を設置し、甲から供給される営業名・商標・経営ノウハウを用い、その指導の下に営業する権利を付与する。

（２）ノウハウの提供・指導援助

　甲は、乙に対し立地条件の選定、店舗の設計をはじめ開店までの業務を指導し、店舗の万全かつ円滑な開店に協力する。また、この契約期間中継続して店舗の営業状態に注意し、適切な指導援助を与え、店舗の繁栄に協力しなければならない。

（３）商標等の使用許諾

　①甲は乙に対して、この契約期間中、商標の通常使用権を許諾する。乙は、甲の指示に従い、商標を看板・ポール等に使用することができる。この使用に際しては商標を変形してはならない。

　②乙は、広告宣伝等に商標を使用する場合は、事前に甲に書面で申し出をなし、甲の承諾を得なければならない。

（４）営業店舗の場所・店舗名

　①乙が、本契約に基づいて営業する店舗の名称は「　　　　　　　　　　　」とする。

　②乙が、本契約に基づいて営業する店舗は次に定める場所とする。

　　所在地／

　③乙は、店舗の所在を移動してはならない。乙が店舗の移動を図りたいときは、事前に甲に書面で申し出をなし、甲の承諾を得なければならない。

（５）テリトリー

　乙は、基本的にテリトリーを有さず、甲が競合との関係等で乙の営業地域内に新規加盟店を募集したときは、甲は乙に対し通知する事で出店を行う事が出来る。

（６）営業日・営業時間

　営業日は年中無休とし、営業時間は午前　　時から午後　　時までを基本とする。但し、甲乙協議のうえ変更する事が出来るものとする。

（７）店舗設計及び付帯設備

　乙は、「　　　　　　　　　　　　」のブランドイメージを統一するために、甲の定める規格基準及び甲の指導に従い店舗設計・建設・内外装及び必要な付帯設備工事を甲又は甲の指定する業者を使用し、乙自らの費用を以って工事を行うものとする。また、店舗の改造・改装を行なう場合や新たに設備を導入する場合は、事前に甲に書面で申し出をなし、甲の承諾を得なければならない。

第３条「監督権」

　甲は、本契約で示されている乙の経営する店舗に対して、監督権を持ちます。

監督権は開店前・通常営業期間を含め、店舗の設計から施工管理、什器備品、その他備品の発注先の指定から、接客、従業員教育といった店舗を運営するうえで、甲が必要と考える全てを指します。

乙は、開店した後であっても、本契約の期間内には自分の店舗の改装に甲以外、もしくは甲の指定以外からの資材の購入を行なうといった際には、事前に甲に書面で申し出をなし、甲の承諾を得たうえで行なわなくてはいけません。

甲は、乙から何らかの申し出があった際には、甲が十分と考えるだけの意見の聴取や調査を行い、乙と合議を行ないますが、最終的な決定権は甲が有するものとします。

第４条「加盟金等に関すること」

（１）加盟金

　乙は甲に対して、本契約に基づき本ＦＣ実施許諾の対価として本契約締結と同時に、加盟金　　　　　　　　　　　円を支払うものとする。この加盟金は、本契約の終了・解約・その他いかなる理由があっても返還されるものではない。

（２）保証金

　①乙は、本契約締結と同時に甲に対して、本契約に基づき乙が甲から負担する債務の担保として金　　　　　　　　　　　円を保証金として預託するものとする。本保証金は、契約が終了し債務を精算した後６ヶ月以内に返還されるものとする。但し、保証金は無利息とする。

　②乙は、甲から供給を受ける商品、買掛金等の債務の月額が、上記保証金を超過した場合は、その超過分を甲に対し、追加保証金として預託しなければならない。

（３）研修費

　乙は店舗の開店に関し、甲の定める研修を受け（第６条　加盟店に対する指導（１）開店前の教育訓練）、その研修によって取得し得るノウハウ等、又研修中においての技術指導、店舗設備の使用料、指導スタッフの人件費、研修中使用する商品、現場指導費用の対価として金　　　　　　　　円を支払うものとする。この研修費は、本契約の終了・解約・その他いかなる理由があっても返還されるものではない。

（４）ロイヤリティ

　①乙は、甲に対して乙の受ける経営ノウハウ・商標の使用・その他の継続的な給付の対価として、対象店の月間総売上高の　　％を翌月　　日（金融機関が休業の場合はその前日）までに送金して支払う。なお、送金にかかる手数料は乙の負担とする。

　②甲は、ロイヤリティを　　年毎に改訂することが出来る。

（５）商品代金決済方法

　乙は､甲から仕入れた商品・その他の物品類の代金は、毎月　　日を締切日として翌月　　日（金融機関が休業の場合はその前日）までに、甲の指定した銀行口座に送金して支払う。なお送金にかかる手数料は乙の負担とする。万一遅延した場合、甲は請求金額の　　％を遅延損害金として請求できるものとし、また振込をなすべき日の月末を過ぎた場合は、次回より商品・その他物品類の供給を停止できるものとする。

